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(57)【要約】
　内視鏡洗浄消毒装置１は、複数の内視鏡１００を収納
可能な洗浄槽４と、洗浄槽４内に設けられ、洗浄槽４内
に収納されてセットされる複数の内視鏡１００の位置を
規定する保持網１１１と、内視鏡情報読み取り部６４と
を有する。内視鏡情報読み取り部６４は、洗浄槽４内に
設けられ、かつ一の内視鏡１００Ａが保持網１１１によ
り位置が規定されて洗浄槽４内にセットされた状態にお
いて、一の内視鏡１００Ａによって覆われずに洗浄槽４
の上側に向かって露出している部位に配設されている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の内視鏡を収納可能な洗浄槽と、
　前記洗浄槽内に設けられ、前記洗浄槽内に収納されてセットされる前記複数の内視鏡の
位置を規定する位置規定部と、
　前記洗浄槽内に設けられ、かつひとつの内視鏡が前記位置規定部により位置が規定され
て前記洗浄槽内にセットされた状態において、前記ひとつの内視鏡によって覆われずに前
記洗浄槽の上側に向かって露出している部位に配設された内視鏡情報読み取り部と、
を有することを特徴とする内視鏡洗浄消毒装置。
【請求項２】
　前記露出している部位は、前記位置規定部により位置が規定されて前記洗浄槽内にセッ
トされた前記複数の内視鏡によっても覆われずに前記洗浄槽の上側に向かって露出してい
る部位であることを特徴とする請求項１に記載の内視鏡洗浄消毒装置。
【請求項３】
　前記露出している部位に配置された、前記複数の内視鏡の付属品を洗浄する付属品洗浄
ケースを有し、
　前記内視鏡情報読み取り部は、前記付属品洗浄ケースに設けられていることを特徴とす
る請求項１又は２に記載の内視鏡洗浄消毒装置。
【請求項４】
　前記付属品洗浄ケースは、前記洗浄槽に対して、着脱可能であることを特徴とする請求
項３に記載の内視鏡洗浄消毒装置。
【請求項５】
　前記内視鏡情報読み取り部は、無線により各内視鏡の情報を読み取るためのアンテナを
有し、
　前記アンテナは、前記付属品洗浄ケースの上側に設けられていることを特徴とする請求
項３に記載の内視鏡洗浄消毒装置。
【請求項６】
　前記アンテナは、前記付属品洗浄ケースの前記上側の縁部の内部に、又は前記上側に設
けられた樹脂部材内に設けられていることを特徴とする請求項５に記載の内視鏡洗浄消毒
装置。
【請求項７】
　前記露出している部位に配置された、前記複数の内視鏡の付属品を洗浄する付属品洗浄
部を有し、
　前記内視鏡情報読み取り部は、前記付属品洗浄部に設けられていることを特徴とする請
求項１又は２に記載の内視鏡洗浄消毒装置。
【請求項８】
　前記付属品洗浄部は、前記付属品を収容する凹部を有し、
　前記内視鏡情報読み取り部は、前記凹部を囲む突出部の頂部に設けられていることを特
徴とする請求項７に記載の内視鏡洗浄消毒装置。
【請求項９】
　前記内視鏡情報読み取り部は、無線により各内視鏡の情報を読み取るためのアンテナが
埋め込まれた樹脂製部材であることを特徴とする請求項８に記載の内視鏡洗浄消毒装置。
【請求項１０】
　前記位置規定部は、前記洗浄槽に対して着脱可能であることを特徴とする請求項１又は
２に記載の内視鏡洗浄消毒装置。
【請求項１１】
　前記位置規定部は、前記複数の内視鏡を前記洗浄槽内の中央部を取り巻くように配置し
、
　前記露出している部位は、前記中央部に存在することを特徴とする請求項１又は２に記
載の内視鏡洗浄消毒装置。
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【請求項１２】
　前記露出している部位は、前記洗浄槽の底面から離れた、上側に存在することを特徴と
する請求項１１に記載の内視鏡洗浄消毒装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡洗浄消毒装置に関し、特に、洗浄消毒される内視鏡の情報を読み取る
ことができる内視鏡洗浄消毒装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、内視鏡は、医療分野及び工業用分野において広く利用されている。医療分野にお
いて用いられる内視鏡は、細長い挿入部を体内に挿入することによって、体内の臓器を観
察したり、必要に応じて内視鏡が具備する処置具の挿通チャンネル内に挿入した処置具を
用いて各種処置をしたりすることができる。
【０００３】
　医療分野の内視鏡は、特に検査及び治療を目的として体内に挿入されて使用されるもの
であるため、使用後、再度使用するためには洗浄消毒が必要となる。この使用済みの内視
鏡を洗浄消毒する方法としては、例えば、内視鏡洗浄消毒装置（以下、単に洗浄消毒装置
と称す）を用いて行う方法が周知である。
【０００４】
　洗浄消毒装置を用いれば、内視鏡を洗浄消毒装置の洗浄消毒槽内にセットするだけで、
内視鏡に対して、自動的に、洗浄、消毒、濯ぎ及び水切り等（以下、洗浄消毒工程と称す
）を行うことができる。この際、内視鏡は、該内視鏡の外表面のみならず、内視鏡が内部
に有する既知の送気送水管路、吸引管路、処置具挿通管路等の複数の管路内に対しても洗
浄液及び消毒液が供給されることにより、内視鏡内の各管路の内部も、洗浄され、消毒液
により消毒される。
【０００５】
　内視鏡の洗浄消毒処理の管理、例えば、消毒の履歴管理、のために、洗浄消毒装置には
、内視鏡の情報、例えば内視鏡の種類の情報、を読み取る内視鏡情報読み取り部が設けら
れている。例えば、内視鏡情報読み取り部は、装置本体の上部パネルに設けられる。
【０００６】
　また、日本特開２０１０－６３６１０号公報に開示されているように、洗浄槽内に内視
鏡情報読み取り部が設けられ、洗浄槽内にセットされた内視鏡の情報を読み取れる装置も
、提案されている。
【０００７】
　しかし、装置本体の上部パネルに内視鏡情報読み取り部が設けられた場合、作業者が、
使用済みの内視鏡を、内視鏡情報読み取り部に近付けて、内視鏡情報を内視鏡情報読み取
り部に読み取らせてから、洗浄槽に内視鏡をセットするという作業手順を取ることになる
。内視鏡は、細長い挿入部を有するため、作業者は、細長い挿入部を纏めて持ちながら、
内視鏡を内視鏡情報読み取り部に近接させなければならないので、内視鏡の一部が、装置
本体の表面に触れてしまう虞もある。洗浄消毒されていない内視鏡が触れることによって
、装置本体の外表面が汚染されることは好ましくない。
【０００８】
　また、内視鏡情報読み取り部が洗浄槽内に設けられた洗浄消毒装置の場合、複数の内視
鏡を収納して洗浄等を行う場合、洗浄槽内に既にセットされた内視鏡が邪魔になって、２
本目以降の内視鏡情報の読み取りが行えない場合が生じるという問題がある。
【０００９】
　そこで、本発明は、複数の内視鏡をセット可能で、既にセットされた内視鏡が邪魔にな
らずに、他の内視鏡の情報を確実に読み取ることが可能な内視鏡洗浄消毒装置を提供する
ことを目的とする。
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【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の一態様による内視鏡洗浄消毒装置は、複数の内視鏡を収納可能な洗浄槽と、前
記洗浄槽内に設けられ、前記洗浄槽内に収納されてセットされる前記複数の内視鏡の位置
を規定する位置規定部と、前記洗浄槽内に設けられ、かつひとつの内視鏡が前記位置規定
部により位置が規定されて前記洗浄槽内にセットされた状態において、前記ひとつの内視
鏡によって覆われずに前記洗浄槽の上側に向かって露出している部位に配設された内視鏡
情報読み取り部とを、有する。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の実施の形態に係わる洗浄消毒装置の斜視図である。
【図２】本発明の実施の形態に係わる、２本の内視鏡を洗浄槽４内に収容してセットした
ときの洗浄消毒装置１の平面図である。
【図３】本発明の実施の形態に係わる、２本の内視鏡を洗浄槽４内に収容してセットした
ときの洗浄消毒装置１の上面部の前方から見た斜視図である。
【図４】本発明の実施の形態に係わる、内視鏡情報読み取り部６４が設けられる洗浄ケー
ス６の構成を説明するための断面図である。
【図５】本発明の実施の形態の変形例に係る、フィルム状の樹脂部材間にアンテナ６５を
挟んで形成した内視鏡情報読み取り部の構成を示す部分断面図である。
【図６】本発明の実施の形態の変形例に係る、付属品を収容する凹部を洗浄槽４の一部に
より構成し、その凹部を有する付属品洗浄部に内視鏡情報読み取り部を設けた例を説明す
るための図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。　
（洗浄消毒装置の全体構成）
　図１は、本発明の実施の形態に係わる洗浄消毒装置の斜視図である。図１は、洗浄消毒
装置のトップカバーが開かれて、洗浄消毒槽１に内視鏡１００が収納可能な状態を示して
いる。
【００１３】
　図１に示すように、洗浄消毒装置１は、使用済みの内視鏡１００を洗浄、消毒するため
の装置であり、装置本体２と、その上部に、例えば図示しない蝶番を介して開閉自在に接
続されたトップカバー３とにより、主要部が構成されている。
【００１４】
　トップカバー３が、装置本体２に閉じられている状態では、トップカバー３は、装置本
体２及びトップカバー３の互いに対向する位置に配設された、例えばラッチ８により、装
置本体２に固定される構成となっている。洗浄すべき複数の内視鏡１００は、装置本体２
の上部の洗浄消毒槽（以下、洗浄槽という）４内に収容されて、洗浄及び消毒される。内
視鏡１００は、通常、操作部１０１、ユニバーサルコード１０２、コネクタ１０３及び挿
入部１０４を具備する。
【００１５】
　装置本体２の内部には、洗浄液、消毒液などの各種液体を貯蔵する各種タンク、各種タ
ンクから各種液体を洗浄槽４及び内視鏡１００の内部の管路へ供給するための各種ポンプ
、洗浄消毒工程の各工程に応じて各種ポンプ及び各種弁を制御する制御部、等々が搭載さ
れている。制御部は、内視鏡１００の情報を読み取る内視鏡情報読み取り部も制御する。
【００１６】
　また、装置本体２の上面の、例えば作業者が近接する前面側の右端寄りに、装置本体２
の洗浄、消毒動作スタートスイッチ、及び洗浄、消毒モード選択スイッチ等の設定スイッ
チ類、及び液晶表示器等の表示器が配設されたメイン操作パネル２５が設けられている。
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【００１７】
　さらに、装置本体２の上面の、例えば作業者が近接する前面側の左端寄りに、作業者の
識別情報（以下、ユーザＩＤ）を読み取るユーザＩＤ読み取り部２６が設けられている。
ユーザＩＤ読み取り部２６は、ユーザがユーザ自身のＩＤカードを近付けることによって
、ユーザのＩＤを読み取る。読み取られたユーザＩＤは、内視鏡の洗浄消毒処理の管理の
ために利用される。
【００１８】
　また、装置本体２の上面であって、作業者が近接する前面に対向する背面側に、装置本
体２に水道水を供給するための、図示しない水道蛇口に接続された給水ホース３１ａ（図
２参照）が接続される給水ホース接続口３１が配設されている。
【００１９】
　洗浄槽４は、装置本体２の上面の略中央部に設けられ、複数の内視鏡１００が収納可能
である。洗浄槽４は、ステンレス製である。洗浄槽４は、槽本体５０と該槽本体５０の内
視鏡収納口の外周縁に連続して周設されたテラス部５１とにより構成されている。
【００２０】
　内視鏡１００の洗浄消毒を行う際、内視鏡１００の各部が保持網１１１（図２）に係止
されるようにして、内視鏡１００は、槽本体５０に収納され、セットされる。槽本体５０
の底面５０ｔには、槽本体５０に供給された洗浄液、水、アルコール、消毒液等の液体を
槽本体５０から排水するための排水口５５が設けられている。
【００２１】
　また、槽本体５０の内周壁の側面５０ｓには、槽本体５０に供給された水、洗浄液、消
毒液等を、後述する手段を介して内視鏡１００の内部に具備された各管路に供給するため
の、または槽本体５０に供給された洗浄液、水、消毒液等を、メッシュフィルタ等を介し
、後述する給水循環ノズル２４から槽本体５０に再度供給するための、循環口５６が設け
られている。
【００２２】
　洗浄槽４の槽本体５０には、さらに、図示しない超音波振動子及びヒータが配設されて
いる。この超音波振動子は、洗浄槽４に貯留される洗浄水、或いは水道水に振動を与えて
、内視鏡１００の外表面を超音波洗浄する、或いは濯ぐものである。また、ヒータは、洗
浄槽４内に貯留される消毒液、水道水等を所定の温度に加温するためのものである。
【００２３】
　槽本体５０の底面５０ｔの略中央部に、付属品洗浄ケース（以下、洗浄ケースという）
６が着脱可能に配設されている。洗浄ケース６には、内視鏡１００の各スコープスイッチ
等のボタン類、内視鏡１００に併設されている取り外し可能な部品、等の内視鏡の附属品
が収容され、各付属品は、内視鏡１００と一緒に洗浄、消毒される。すなわち、洗浄ケー
ス６は、内視鏡の付属品を洗浄する付属品洗浄部を構成する。洗浄ケース６の上面は、格
子状の網を有する蓋６６（図４）が着脱自在に設けられており、蓋６６の開閉により、洗
浄する付属品の収納及び取り出しが可能となっている。
【００２４】
　さらに、洗浄ケース６の上面には、洗浄消毒される内視鏡の情報、例えば内視鏡の種類
情報、を読み取るための内視鏡情報読み取り部６４が設けられている。例えば、内視鏡１
００の操作部１０１に、ＲＦＩＤ（Radio Frequency Identification System）用のＩＣ
タグ、すなわちＲＦＩＤタグ、が埋め込まれている。内視鏡情報読み取り部６４は、作業
者が操作部１０１を内視鏡情報読み取り部６４に近付けると、そのＲＦＩＤタグと無線に
より通信して、内視鏡１００の情報を読み取るためのアンテナを含んでいる。
【００２５】
　槽本体５０の側面５０ｓに、槽本体５０に供給された洗浄液、水、消毒液等の水位を検
出するカバー付き水位センサ３２が設けられている。　
　テラス部５１のテラス面５１ｔおよび面５１ｆ以外の面、即ち槽本体５０の底面５０ｔ
と平行な面に、洗剤タンクから、後述する洗剤用ポンプにより洗浄剤を洗浄槽４へ供給す
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るための洗剤ノズル２２、及び、薬液タンクから、薬液ポンプにより、消毒液を洗浄槽４
へ供給するための消毒液ノズル２３が配設されている。
【００２６】
　さらに、テラス部５１の槽本体５０の底面５０ｔと平行な面に、洗浄槽４へ給水するた
めの、または槽本体５０の循環口５６から吸引した洗浄液、水、消毒液等を、再度洗浄槽
４へ供給するための給水循環ノズル２４が配設されている。
【００２７】
　また、テラス部５１のテラス面５１ｔの作業者近接位置４ｋに対向する側の面５１ｆに
、内視鏡１００の内部に具備された複数の管路に、水、洗浄液、アルコール、消毒液、ま
たはエア等を供給するための、複数の、ここでは４つの、ポート３３と、漏水検知用ポー
ト３５とが配設されている。４つのポート３３は、内視鏡１００内の各種管路、例えば吸
引管路、副送水管路、送気送水管路、鉗子口等に、洗浄液などを供給するためにコネクタ
部である。
【００２８】
　４つポート３３には、内視鏡洗浄消毒装置用接続チューブ（以下、洗浄用接続チューブ
という）１１５（図２，図３）の一端が接続されており、洗浄用接続チューブ１１５の他
端は、操作部１０１と挿入部１０４とユニバーサルコード１０２とコネクタ１０３とを具
備する内視鏡１００の対応する口金１１０Aから１１０Dに接続されている。
【００２９】
　口金１１０Aは、吸引管路用であり、口金１１０Bは、送気送水管路用であり、口金１１
０Cは、鉗子口用であり、口金１１０Dは、副送水管路用であり、各口金は、内視鏡１００
内の各種管路に連通している。
【００３０】
　図２は、２本の内視鏡を洗浄槽４内に収容してセットしたときの洗浄消毒装置１の平面
図である。図３は、２本の内視鏡を洗浄槽４内に収容してセットしたときの洗浄消毒装置
１の上面部の前方から見た斜視図である。ここでは、２本の内視鏡１００Ａ、１００Ｂが
、洗浄槽４内にセットされ、各ポート３３は、２本の内視鏡１００Ａ、１００Ｂの各種管
路の口金と、洗浄用接続チューブ１１５を介して接続される。なお、図２は、洗浄消毒チ
ューブ１１５が各内視鏡１００Ａ，１００Ｂの吸引管路の口金１１０Ａと鉗子口の口金１
１０Ｃに接続されている状態を示し、図３は、漏水検知用チューブ１１６が２本の内視鏡
のコネクタ１０３に取り付けられた防水キャップ１１７に付いている漏水検知用コネクタ
１１８に接続されている状態を示している。
【００３１】
　２本の内視鏡１００Ａ、１００Ｂは、図２に示すように、洗浄槽４に対して着脱可能な
保持網１１１を利用して、洗浄槽４内にセットされる。保持網１１１は、金属製の棒部材
を折り曲げて形成された保持部材であり、洗浄槽４上に載置される。内視鏡１００Ａ、１
００Ｂを、保持網１１１の、折り曲げられて形成された凹凸部に引っかけるようにして収
容すると、内視鏡１００Ａ、１００Ｂと洗浄槽４との間、及び２つの内視鏡１００Ａと１
００Ｂとの間に、隙間が形成され、かつ２つの内視鏡１００Ａと１００Ｂは、洗浄槽４内
に所定の位置あるいは姿勢によって収納される。その結果、内視鏡１００Ａと１００Ｂ同
士が強く密着して接触する部分がなくなるので、内視鏡１００Ａと１００Ｂの外表面の全
面に亘って、消毒液等が触れて、洗浄消毒のされない部分がない。　
　すなわち、保持網１１１は、洗浄槽４内に収納されてセットされる２つの内視鏡の各部
の位置あるいは姿勢を規定する位置規定部を構成する。
【００３２】
　なお、保持網１１１は、洗浄槽４に着脱可能となっていてもよいし、洗浄槽に固定され
ていてもよい。さらになお、洗浄槽４の底面、側面などに設けられた複数の突起部によっ
て、位置規定部を構成するようにしてもよい。
【００３３】
（洗浄ケース６と内視鏡情報読み取り部６４の構成）　
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　図４は、内視鏡情報読み取り部６４が設けられる洗浄ケース６の構成を説明するための
断面図である。洗浄ケース６は、洗浄槽４の槽本体５０に対して、着脱可能に固定されて
いる。固定部材６１が、洗浄槽４に固定されており、洗浄ケース６は、固定部材６１に対
して着脱可能となっている。洗浄ケース６は、ステンレス製である。
【００３４】
　槽本体５０の底面５０ｔの略中央部に配置された洗浄ケース６は、カップ形状を有して
おり、固定部材６１に螺合して固定されており、作業者は、洗浄ケース６を把持して回動
させることによって、洗浄ケース６を洗浄槽４から取り外すあるいは取り付けることがで
きる。なお、洗浄ケース６と固定部材６１は、螺合させず単純な嵌合で取り付けるように
してもよい。また、固定部材６１と槽本体５０との間には、液体が漏れ出さないようにシ
ール材（図示せず）によりシールされている。
【００３５】
　洗浄ケース６の底部には、開口６２が設けられており、開口６２は、固定部材６１に設
けられた管路６３を介して、装置本体２内のケース用管路と連通している。ケース用管路
からは、装置本体２の内部のポンプから消毒液などの液体が供給され、固定部材６１の開
口６２から、洗浄ケース６内に液体が噴出する。図４において、点線で示すように、洗浄
ケース６内に供給された液体は、収納された付属品にぶつかって攪拌され、内視鏡の付属
品の洗浄消毒が行われる。洗浄ケース６内に噴出した液体は、攪拌されながらその一部は
蓋６６格子状の網部６６ａの孔から洗浄槽４内に放出されていく。
【００３６】
　カップ状の洗浄ケース６の上側の縁部６ａには、内視鏡情報読み取り部６４が設けられ
ている。内視鏡情報読み取り部６４は、円環状の硬質な樹脂製の部材であり、内部にＲＦ
ＩＤ用のアンテナ６５の導線が埋め込まれている。樹脂は、例えば、ポリプロピレンなど
である。アンテナ６５を構成する導電性部材は、洗浄ケース６を上面から平面視したとき
に、円環状の内視鏡情報読み取り部６４に沿って、一筆書きの渦巻き状の多重円を描くよ
うに、あるいは一筆書きで多重の円弧を描くように、配置される。　
　洗浄ケース６は、ステンレスの金属であるので、洗浄槽４の底部に設けられた超音波振
動子による超音波洗浄力が低下しない。
【００３７】
　洗浄ケース６の上側の縁部６ａには、円環状の凸部６ａ１が形成されており、内視鏡情
報読み取り部６４の下側には、突部６ａ１に嵌合するように円環状の凹部６４ｂが形成さ
れている。凸部６ａ１と凹部６４ｂとを嵌合させ接着剤等により、内視鏡情報読み取り部
６４は、洗浄ケース６に固定されている。
【００３８】
　蓋６６が、円環状の内視鏡情報読み取り部６４の内周側に着脱可能に、嵌るようになっ
ている。蓋６６は、上側から見ると、図２に示すように、円形であり、円形の枠の内側に
、格子状の網部６６ａを有している。なお、図３に示すように、蓋６６には、把持部６６
ａ１が設けられており、蓋６６は、紛失防止用の鎖６６ｂにより洗浄ケース６と連結され
ている。
【００３９】
　アンテナ６５に接続された配線ケーブル６５ａは、絶縁部材により被覆された複数本の
導線を含み、コネクタ６４ａにより、洗浄槽４の底部に設けられたコネクタ６７に接続さ
れている。コネクタ６４ａと６７との接続部分は、図示しないシール部材によりシールさ
れている。アンテナ６５の配線ケーブル６５ａの導線は、ＲＦＩＤ用の通信回路に接続さ
れている。　
　なお、固定部材６１に配線を設け、アンテナ６５の配線６５ａは、コネクタ６７ではな
く、固定部材６１の一部を介して、通信回路に接続するようにしてもよい。
【００４０】
　図２及び図３に示すように、内視鏡情報読み取り部６４は、保持網１１１によって位置
が規定されて２つの内視鏡１００Ａ及び１００Ｂが洗浄槽４内にセットされた状態におい
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て、２つの内視鏡１００Ａ及び１００Ｂによって覆われておらず、洗浄槽４の上側に向か
って露出している洗浄ケース６の部位に配設されている。言い換えると、内視鏡の付属品
を洗浄する洗浄ケース６が配置される部位は、複数の内視鏡が洗浄槽４内にセットされて
も、洗浄槽４の上側に向かって露出している部位であり、洗浄槽４内のその部位に、内視
鏡情報読み取り部６４が配設されている。
【００４１】
　また、図２及び図３に示すように、位置規定部である保持網１１１によって、複数の（
図２，図３では２つの）内視鏡が洗浄槽４の中央部を取り巻くように配置され、洗浄槽４
の上側に向かって露出している部位は、その中央部に存在し、かつ、洗浄槽４の底面から
離れた上側に存在する。その中央部に配置された洗浄ケース６に、内視鏡情報読み取り部
６４が設けられている。
【００４２】
（作用）
　次に、以上のような構成の洗浄消毒装置１の作用について説明する。　
　以下、２本の内視鏡１００Ａ、１００Ｂを洗浄消毒する場合について説明する。　
　作業者は、洗浄消毒装置１を使用するとき、メイン操作パネル２５に対して、所定の起
動操作をした後、自己のＩＤカードを、ユーザＩＤ読み取り部２６に近付けて、洗浄消毒
装置１に自己の識別情報を読み取らせる。
【００４３】
　そして、使用済みの内視鏡１００Ａを洗浄消毒装置１にセットするが、最初に、内視鏡
１００ＡのＲＦＩＤタグを内蔵する部分、ここでは、操作部１０１を、洗浄槽４の中央部
に設けられた内視鏡情報読み取り部６４に近付ける。
【００４４】
　内視鏡情報読み取り部６４は、内視鏡１００ＡのＲＦＩＤタグと通信して、内視鏡１０
０Ａの情報、例えば種類情報、を読み取ることができる。読み取られた内視鏡の情報は、
装置本体２内の図示しない制御部に供給される。なお、内視鏡１００Ａの情報が内視鏡情
報読み取り部６４によって読み取られたことを、作業者に知らせるために、洗浄消毒装置
１の制御部は、スピーカから所定の音を発したり、メイン操作パネル２５の表示部に読み
取り成功を示す表示をしたり、発音あるいは表示もしくは両方を行う制御をしてもよい。
【００４５】
　作業者は、内視鏡１００Ａの内視鏡の情報を読み取らせた後に、保持網１１１に内視鏡
１００Ａをセットする。上述したように、保持網１１１は、セットされる内視鏡１００Ａ
の各部の位置、あるいはセットされたときの姿勢を規定する。図２及び図３の場合、保持
網１１１に内視鏡１００Ａをセットすると、それぞれが細長い部分を有する挿入部１０１
とユニバーサルケーブル１０２は、洗浄槽４の略中央に設けられた洗浄ケース６を取り巻
くように、配置される。　
　従って、洗浄ケース６は、内視鏡１００Ａが洗浄槽４にセットされた後においても、内
視鏡１００Ａによって覆われていない。
【００４６】
　次に、作業者は、内視鏡１００ＢのＲＦＩＤタグを内蔵する部分、ここでは、操作部１
０１を、洗浄槽４の中央部に設けられた内視鏡情報読み取り部６４に近付ける。このとき
、内視鏡情報読み取り部６４は、既にセットされた内視鏡１００Ａの影になっておらず、
作業者に対して露出しているので、作業者は、内視鏡１００ＢのＲＦＩＤタグを含む操作
部１０１を、内視鏡情報読み取り部６４に近付けて、内視鏡１００Ｂの情報を洗浄消毒装
置１に確実に読み取らせることができる。
【００４７】
　言い換えれば、内視鏡情報読み取り部６４は、内視鏡１００Ａが保持網１１１により位
置が規定されて洗浄槽４内にセットされた状態において、内視鏡１００Ａによって覆われ
ずに洗浄槽４の上側に向かって露出している部位に配設されているので、作業者は、次に
セットする内視鏡１００Ｂの操作部１０１を内視鏡情報読み取り部６４に近付けて内視鏡
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情報を読み取らせることができる。
【００４８】
　従来であれば、内視鏡情報読み取り部が既にセットされた内視鏡の影になって、次にセ
ットする内視鏡を、内視鏡情報読み取り部に近付けることができない場合があった。しか
し、本実施の形態によれば、内視鏡情報読み取り部６４は、洗浄槽４の略中央に配置され
た洗浄ケース６の上に設けられており、さらに保持網１１１によって、内視鏡は、洗浄槽
４内にセットされるときの各部の位置又は姿勢が規定されている。よって、洗浄槽４内に
既にセットされた内視鏡があっても、内視鏡情報読み取り部６４は、そのセットされた内
視鏡によって邪魔されずに、洗浄槽４から露出しているので、作業者は、次にセットする
内視鏡を、その露出した位置に配置された内視鏡情報読み取り部６４に近付けて、内視鏡
の情報を確実に読み込ませることができる。
【００４９】
　作業者は、内視鏡１００Ａの内視鏡の情報の読み取りをさせた後に、内視鏡１００Ｂを
保持網１１１にセットする。２つの内視鏡１００Ａ及び１００Ｂを洗浄槽４内にセットし
、各内視鏡の内部の各管路を洗浄消毒するための洗浄用接続チューブ１１５を、ポート３
３と各口金に接続する。そして、作業者がトップカバー３を閉じて、メイン操作パネル２
５に所定の操作を行うと、洗浄消毒装置１は、洗浄消毒工程を開始する。
【００５０】
　以上のように、上述した洗浄消毒装置によれば、複数の内視鏡をセット可能で、既にセ
ット済みの内視鏡が邪魔にならずに、次の内視鏡の情報を確実に読み取ることが可能な内
視鏡洗浄消毒装置を実現することができる。　
　また、洗浄ケース６は、装置本体２に対して着脱可能となっているので、内視鏡情報読
み取り部６４のアンテナ線の修理やメンテナンスも容易に行うことができる。
【００５１】
　なお、内視鏡情報読み取り部６４のアンテナ線の修理やメンテナンスも容易に行うこと
ができるように、内視鏡情報読み取り部６４を洗浄ケース６に対して着脱可能な構成にし
てもよい。
【００５２】
　さらになお、上述した内視鏡情報読み取り部６４では、アンテナ６５は硬質な樹脂製の
円環状の中に埋め込まれているが、内視鏡情報読み取り部を、フィルム状の樹脂部材間に
アンテナを挟むように形成してもよい。図５は、本実施の形態の変形例に係る、フィルム
状の樹脂部材間にアンテナ６５を挟んで形成した内視鏡情報読み取り部の構成を示す部分
断面図である。
【００５３】
　図５に示すように、洗浄ケース６Ａの上部にフランジ部６Ａ１を形成し、そのフランジ
部６Ａ１上に、フィルム状の樹脂部材６８内にアンテナ６５を設けた内視鏡情報読み取り
部６４Ａが接着剤などによって貼り付けられる。
　このような構成の内視鏡情報読み取り部６４Ａによっても、図４と同様の効果を得るこ
とができる。
【００５４】
　さらになお、内視鏡情報読み取り部を、洗浄槽４の一部により構成された附属品洗浄部
に設けるようにしてもよい。　
　図６は、本実施の形態の変形例に係る、付属品を収容する凹部を洗浄槽４の一部により
構成し、その凹部を有する付属品洗浄部に内視鏡情報読み取り部を設けた例を説明するた
めの図である。
【００５５】
　図６に示すように、洗浄槽本体５０の一部を、円筒状に突出させるように成形して、底
面５０ｔから円筒状に突出した突出部７１によって囲まれた凹部７２を、洗浄槽本体５０
に形成する。その結果、突出部７１と凹部７２が、上述した洗浄ケース６と同等の機能を
有する付属品洗浄部を構成する。
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　円環状の突出部７１の頂部７１ａは、円環状の内視鏡情報読み取り部６４Ｂを搭載する
平面部７１ｂを有する。図示しないシール部材により内視鏡読み取り部６４Ｂと平面部７
１ｂの間がシールされて、円環状の内視鏡読み取り部６４Ｂは、平面部７１ｂ上に取り付
けられる。　
　円環状の内視鏡情報読み取り部６４Ｂは、樹脂製部材であり、アンテナ６５の導線が内
部に埋め込まれている。
【００５７】
　洗浄槽４を平面視したときに、円環状に見える平面部７１ｂには、複数箇所に孔７１ｃ
が設けられており、内視鏡情報読み取り部６４Ｂには、その孔７１ｃに対応する位置に突
起部６５ｂが複数箇所設けられている。これらの孔７１ｃと突起部６５ｂとを嵌め合わせ
ることにより、内視鏡情報読み取り部６４Ｂを、円環状の突出部７１の頂部７１ａに位置
決めして取り付けることができる。また、その突起部６５ｂから、アンテナ６５の導線は
引き出される。
【００５８】
　従って、図６においても、内視鏡情報読み取り部６４Ｂは、既にセットされた内視鏡に
よって覆われておらず、洗浄槽４の上側に向かって露出している部位に配置された付属品
洗浄部に設けられている。
【００５９】
　よって、図６の構成による突出部７１と凹部７２は、図４の洗浄ケース６と同等の機能
を有し、その凹部７２の周囲の頂部７１ａに設けられた内視鏡情報読み取り部６４Ｂは、
複数の内視鏡の情報を確実に読み取ることが可能である。
【００６０】
　なお、図６の例においても、内視鏡情報読み取り部６４Ｂを、図５に示したフィルム状
の樹脂部材間にアンテナ６５を挟んで形成した内視鏡情報読み取り部６４Ａに代えてもよ
い。
【００６１】
　以上のように、上述した実施の形態及び各変形例によれば、複数の内視鏡をセット可能
で、既にセット済みの内視鏡が邪魔にならずに、次の内視鏡の情報を確実に読み取ること
が可能な内視鏡洗浄消毒装置を実現することができる。
【００６２】
　特に、洗浄槽の略真ん中に配置された付属品を洗浄するための洗浄ケースの上に、内視
鏡情報読み取り部を設けたので、作業者は、セットする内視鏡の情報を読み取らせる動作
を取りやすいので、作業効率が向上するというメリットと、装置本体を大きくしなくても
よいというメリットもある。
【００６３】
　なお、上述した実施の形態及び各変形例では、内視鏡情報読み取り部は円環状であるが
、円環状でなくてもよい。　
　本発明は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を変えない範
囲において、種々の変更、改変等が可能である。
【００６４】

　本出願は、２０１１年８月９日に日本国に出願された特願２０１１－１７４２７９号を
優先権主張の基礎として出願するものであり、上記の開示内容は、本願明細書、請求の範
囲に引用されるものとする。
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】

【図５】
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【図６】

【手続補正書】
【提出日】平成25年2月6日(2013.2.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　本発明の一態様による内視鏡洗浄消毒装置は、複数の内視鏡を収納可能な洗浄槽と、前
記洗浄槽内に設けられ、前記洗浄槽内に収納されてセットされる前記複数の内視鏡の位置
を規定する位置規定部と、前記洗浄槽内に設けられ、かつひとつの内視鏡が前記位置規定
部により位置が規定されて前記洗浄槽内にセットされた状態において、前記ひとつの内視
鏡によって覆われずに前記洗浄槽の上側に向かって露出している部位に配設された内視鏡
情報読み取り部と、前記露出している部位に配置された、前記複数の内視鏡の付属品を収
容して洗浄する付属品洗浄部と、を有し、前記内視鏡情報読み取り部は、前記付属品洗浄
部に設けられている。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の内視鏡を収納可能な洗浄槽と、
　前記洗浄槽内に設けられ、前記洗浄槽内に収納されてセットされる前記複数の内視鏡の
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位置を規定する位置規定部と、
　前記洗浄槽内に設けられ、かつひとつの内視鏡が前記位置規定部により位置が規定され
て前記洗浄槽内にセットされた状態において、前記ひとつの内視鏡によって覆われずに前
記洗浄槽の上側に向かって露出している部位に配設された内視鏡情報読み取り部と、
　前記露出している部位に配置された、前記複数の内視鏡の付属品を収容して洗浄する付
属品洗浄部と、
を有し、
　前記内視鏡情報読み取り部は、前記付属品洗浄部に設けられていることを特徴とする内
視鏡洗浄消毒装置。
【請求項２】
　前記露出している部位は、前記位置規定部により位置が規定されて前記洗浄槽内にセッ
トされた前記複数の内視鏡によっても覆われずに前記洗浄槽の上側に向かって露出してい
る部位であることを特徴とする請求項１に記載の内視鏡洗浄消毒装置。
【請求項３】
　前記付属品洗浄部は、前記洗浄槽に対して、着脱可能な付属品洗浄ケースであることを
特徴とする請求項１に記載の内視鏡洗浄消毒装置。
【請求項４】
　前記内視鏡情報読み取り部は、無線により各内視鏡の情報を読み取るためのアンテナを
有し、
　前記アンテナは、前記付属品洗浄ケースの上側に設けられていることを特徴とする請求
項３に記載の内視鏡洗浄消毒装置。
【請求項５】
　前記アンテナは、前記付属品洗浄ケースの前記上側の縁部の内部に、又は前記上側に設
けられた樹脂部材内に設けられていることを特徴とする請求項４に記載の内視鏡洗浄消毒
装置。
【請求項６】
　前記付属品洗浄部は、前記付属品を収容する凹部を有し、
　前記内視鏡情報読み取り部は、前記凹部を囲む突出部の頂部に設けられていることを特
徴とする請求項１に記載の内視鏡洗浄消毒装置。
【請求項７】
　前記内視鏡情報読み取り部は、無線により各内視鏡の情報を読み取るためのアンテナが
埋め込まれた樹脂製部材であることを特徴とする請求項６に記載の内視鏡洗浄消毒装置。
【請求項８】
　前記位置規定部は、前記洗浄槽に対して着脱可能であることを特徴とする請求項１に記
載の内視鏡洗浄消毒装置。
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